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項番
資料の種類・ペー

ジ
回答

1

仕様書
3ページ

タブレット端末及びタブレット管理端末の設定に
ついては不要です。

2

仕様書
3ページ

ノートパソコン10式への導入となります。

3

仕様書
6ページ
8ページ

ご指摘の通り、「HDBaseT規格」適合で仕様を満た
すものと考えます。

4

仕様書
6ページ

仕様を満たすと考えます。

5

仕様書
9ページ

誤りでした。正しくは、
項イ　装置単体でスイッチングファブリックは
40Gbps 以上であること。
項エ　装置単体で10/100/1000BASE-Tのインター
フェースを16ポート以上有すること。
項オ　装置単体でSFP/SFP＋スロットを２つ以上有
すること。
となります。
項キ、項ク、項シは不要です。

6

仕様書
2ページ

タブレット管理端末の保証期間も納入後5年間とし
ます。

7

仕様書
2ページ

ご認識のとおりです。

8

仕様書
2ページ

問題ありません。作業スペース等についても準備
可能です。

9

仕様書
2ページ

不要です。

「富山県総合教育センター情報教育研修システム一式リース調達」
入札説明書等に対する質問について

「Ⅳ機器の仕様、２　機器の詳細仕様 ⑸プロジェクター（情報ビ
ル研修室用）
「Ⅳ機器の仕様、２　機器の詳細仕様 ⑻プロジェクター（教育ビ
ル研修室用）項カ　外部制御端子(DIGITAL LINK）として、LAN端子
を内蔵すること。」
につきまして、「DIGITAL　LINK」は「HDBaseT規格」をベースとし
たメーカー固有の名称であると認識しております。「HDBaseT規
格」適合の製品にて、要求仕様を満たすと考えてよろしいでしょう
か。

「Ⅳ機器の仕様、２　機器の詳細仕様 ⑺カラーレーザープリンタ　
　項イ　1000BASE-Tに対応し、ネットワークプリンタとして動作で
きること。なお、２つの異なるネットワークセグメントから出力で
きること。」
につきまして、異なるネットワークセグメントは、プリンタ本体に
内蔵している1000BASE-T及び、IEEE802.11b/g/n無線LANの2系統で
実現することは、要求仕様を満たすと考えてよろしいでしょうか。

「Ⅳ機器の仕様、２　機器の詳細仕様⑽各階認証スイッチ９式」
銘柄指定：アライドテレシス　AT-SH230-18GPは、次の要求仕様を
満たしません。誤植でしょうか。

項イ　装置単体でスイッチングファブリックは128Gbps 以上である
こと。
項エ　装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを24ポー
ト以上有すること。
項オ　装置単体でSFP/SFP＋スロットを４つ以上有すること。
項キ　IEEE 802.3ae 10GBASE/ER/LR/SR、IEEE 802.3an 10BASE-Tに
準拠したSFP＋（Small FormfactorPluggable＋）を搭載可能なこ
と。
項ク　IEEE 802.3aa 10GBASE-R に準拠した最大伝送距離80kmのSFP
＋(Small Form-factorPluggable＋）を搭載可能なこと。
項シ　IEEE 802.1D-2004 及びIEEE 802.10-2005 準拠のスパニング
ツリー機能を有すること。スポートミラーリング、リモートミラー
リング機能を有すること。

「Ⅲ基本要件　⑶保証期間及び保守　ア」
ノート型パソコンとタブレット端末を除き、保証期間1年経過後の
修理修繕費用は、富山県総合教育センター様負担と考えてよろしい
でしょうか。

質問

「Ⅲ基本要件、２　システム環境構築・機器設定 ⑵研修用パソコ
ンのドメイン設定」
　タブレット端末及びタブレット管理端末の設定につきましては行
う必要が無いと考えてよろしいでしょうか。

「Ⅲ基本要件、２　システム環境構築・機器設定 ⑷その他機器全
体の設定・敷設」
項コ　ウイルス対策ソフトノートパソコン10式への導入でよろしい
でしょうか。

「Ⅲ基本要件　⑶保証期間及び保守」
タブレット管理端末も保証期間は納入後5年間となりますでしょう
か。

「Ⅲ基本要件　⑷撤去等」
機器のデータ消去ですが、個人情報等重要データが含まれていない
場合は、機器回収後のデータ消去実施で問題ないでしょうか。
また、富山県総合教育センター様指定場所でデータ消去が必要な場
合は、作業スペースと電源は富山県総合教育センター様でご準備頂
ける認識でよろしいでしょうか。

「Ⅲ基本要件　⑶保証期間及び保守　ア」
データ消去証明書は必要でしょうか。



項番
資料の種類・ペー

ジ
回答質問

10

物品等賃貸借契約書
（案）

納入期日遅延が競争入札参加資格の停止要件とな
る場合がありますが、天変地異若しくは不可抗力
による場合はこの限りではありません。

11

物品等賃貸借契約書
（案）

初回月は7月16日を初日として8月15日までとし、
以降同様です。56カ月均等額の請求とします。

「第3条第1項」
昨今のAIサーバ需要増加に伴う市場全体の供給逼迫により、サー
バ・PC関連　機器の納期が不安定な状況となっております。
メーカー側の急な生産調整に起因して万一納期調整が生じた場合、
納期遅延に伴うペナルティ（違約金・指名停止）なしで、契約変更
頂くことは可能でしょうか。

「第10条第2項」
日割り不要で、56カ月均等額の請求をする形で問題ないでしょう
か。


